
Ⅳ　糖尿病の医療体制

区
分 健康づくり対策 初期教育と治療 慢性安定期 専門治療 急性増悪時治療 慢性合併症治療

目
標

●糖尿病に関する知識の普
及と適切な生活習慣の維持
●健康診査等による糖尿病
の早期発見と必要な治療の
継続

●糖尿病の診断及び生活習
慣病の教育と指導
●良質な血糖コントロール評
価を目指した治療の実施

●生活習慣病の一つとしての糖
尿病の指導
●良質な血糖コントロール評価
を目指した治療の実施

血糖コントロール悪化を改善
するための、教育入院等の集
中的な治療の実施

糖尿病昏睡等急性合併症の
治療の実施

糖尿病の慢性合併症に対する専門的治
療の実施

＜県民＞
・糖尿病についての知識の
習得
・適切な生活習慣の維持
・健診の受診と必要な治療
の継続

＜行政、教育機関＞
・健診と適切な保健指導の
実施
・健康づくりに取り組むことを
可能とする環境整備

＜医療機関＞
・糖尿病発症予防のための
保健指導
・発症初期の段階で、初期
教育を担う医療機関等の受
診を推進すること

次の事項を含め、診療ガイド
ラインに則した診療を実施して
いること

糖尿病昏睡等急性合併症の
治療又は適切な対応が２４時
間可能であること

担
い
手

　県民
　市町村、学校等
　病院又は診療所

病院又は診療所
（調査）

病院又は診療所
（調査）

病院又は診療所
（調査）

病院
（調査）

病院又は診療所
（調査）

次の事項を含め、診療ガイドラインに則
した診療を実施していること

●糖尿病の慢性合併症（糖尿病網膜
症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害等）の
専門的な検査、治療が実施可能であるこ
と（単一医療機関ですべての合併症治療
が可能である必要はない）

●糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼底
造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網
膜剥離の手術等が実施可能であること
（それぞれの検査や治療を他医療機関と
の連携で実施する場合には、検査や治
療毎に連携先の医療機関を明らかにす
ること）

●糖尿病腎症の場合、血液透析等が実
施可能であること（血液透析等を他医療
機関との連携で実施する場合には、連
携先の医療機関を明らかにすること）

●糖尿病神経障害や糖尿病足病変につ
いて、専門的な検査・治療が実施可能で
あること

●歯周病の場合、適切な医療機関と連
携が可能であること

次の事項を含め、診療ガイドラ
インに則した診療を実施してい
ること

●75gOGTT,HbA1c等糖尿病
の評価に必要な検査が実施
可能であること

●各専門職種のチームによ
る、食事療法、運動療法、薬
物療法等を組み合わせた教育
入院等の集中的な治療（心理
問題を含む。）が実施可能で
あること

●糖尿病患者の妊娠に対応
可能であること

●食事療法、運動療法の専門
的指導が可能であること

次の事項を含め、診療ガイド
ラインに則した診療を実施して
いること

●糖尿病の診断及び専門的
指導が可能であること

●75gOGTT,HbA1c等糖尿病
の評価に必要な検査が実施
可能であること

●メタボリックシンドロームや
歯周病に関する連携、指導が
可能であること

●食事療法、運動療法及び薬
物療法による血糖コントロー
ルが可能であること
（栄養士、糖尿病療養指導士
又は一定の知識を有する看護
師等による指導が可能である
こと）

求
め
ら
れ
る
事
項

次の事項を含め、診療ガイドライ
ンに則した診療を実施しているこ
と

●糖尿病の診断及び専門的指
導が可能であること

●75gOGTT,HbA1c等糖尿病の
評価に必要な検査が実施可能で
あること

●メタボリックシンドロームや歯
周病に関する連携、指導が可能
であること

●食事療法、運動療法及び薬物
療法による血糖コントロールが可
能であること
（栄養士、糖尿病療養指導士又
は一定の知識を有する看護師等
による指導が可能であること）

●低血糖時及びシックデイの対
応が可能であること

●一定の症状以上になった時に
は適切な医療機関と連携して治
療できること
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